


2404011311

別表

電子入札

0 調達案件番号

1 工事（業務）番号

工事（業務）名

工事（履行）場所

工事（業務）内容

工期（履行期間）

電子入札案件区分

施行担当課

電話番号
17

施行担当課及び
電話番号

都）建築部機械設備課

011-211-2828

11
入札及び開札の日
時・場所等

電子入札システムによること。提出方法

令和6年06月05日　09時30分

場所

令和6年06月03日（08時00分～20時00分）
令和6年06月04日（08時00分～17時00分）

電子入札

入札日等訂正版

24（建）第 0113 号

2404011311

2 工事（業務）概要

栄町小学校バリアフリー改修エレベーター設置工事

札幌市東区北36条東13丁目496-2ほか

栄町小学校（RC造4階建、延べ面積約7,460m2）のバリアフリー改修に伴い、
マシンルームレスエレベーター（人荷用車いす仕様、13人乗り、積載荷重
900kg、速度45ｍ/min、4停止：1～4階）を1基設置する。

着手の日から令和7年03月17日まで

落札結果通知予定日 令和6年06月12日

入札期間（年月日）

開札予定日時

札幌市中央区北1条西2丁目　札幌市役所本庁舎14階財政局入札室

6
入札参加資格の
申請及び審査 申請書等提出期限（日） 開札日の翌日まで（審査順１位の落札候補者のみ）

審査方式 事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）



　①から④までの書類の写しを提出し、監督職員と協議のうえ活用工事とすることができる。

　ただし、低入札価格調査等の対象となった場合を除く。

　　　①ＩＳＯ９００１認証の取得に係る登録証の写し

　　　②ＩＳＯ９００１の審査に係る書類（合否判定結果及び審査報告書）

　　　③工事を担当する内部組織が、ＩＳＯ９００１認証を取得していることを示す書類

　　　④ＩＳＯ９００１認証の範囲が工事の内容に一致していることを示す書類

　　　ただし、①で内容が確認できる場合は③、④は不要

　１．活用工事の取消しの申出

　　　ＩＳＯ９００１認証が取り消され、又はその維持が困難と見込まれるときは、速やかに

　　監督職員に申し出なければならない。

　２．活用工事の取扱いの中止

　　ステムの運用状況の把握を行った結果、不適合が多いと認められたときは、この取扱いを

　　中止し、通常の監督業務を実施するものとする。

　３．品質マネジメントシステムの取扱い

　　　　項は、品質方針及び品質目標の他に下記に示す項目を施工計画書に記載し、工事着手

　　　　前までに工事監督員に提出し、承諾を得なければならない。

　　　　　１）検査計画及び確認・立会計画

　　　　　２）各監視・測定（検定）の担当者及び承認者、資格

　　　　　３）当該工事現場に対する内部監査計画

　　　　　４）監視機器及び測定機器管理計画

　　　　　５）トレーサビリティ管理計画

　　　　　６）不適合管理計画

　　（２）特定共同企業体の場合は、その代表者の品質マネジメントシステムを共同企業体の

　　　　品質マネジメントシステムとして適用するものとする。

　４．工事管理

　　　工事管理にあたっては「公共建築におけるＩＳＯ９００１：２０００適用　機械設備工

　　事施工管理要領（公共建築協会）」を参考とする。

しないことの他、粉じんの飛散防止に努める。

る等の、飛散防止の措置を講じる。

い、飛散防止に努める。

一定の保管場所を定め、一般の内装材と分別して保管するものとし、シートで覆

う等、飛散防止の措置を講じる。また、保管場所には、アスベスト含有製品の保

管場所であることの表示を行う。

シート等で塞ぐものとする。

　損個所又は換気扇枠等で粉じんが外部に飛散するおそれがある箇所を、ビニール

ものとし、原則として「手ばらし」とする。なお、建物外部のアスベスト含有製

品を撤去する場合は、出来る限り原形のまま撤去する。

態として作業を行う。

んが残存しないよう、真空掃除機等により、清掃及び後片付けを十分に行う。

（２）施工調査

（３）作業管理者

（４）作業標準

　①　アスベスト含有製品の撤去

(ア)アスベスト含有製品の撤去は、内装材及び外部建具等の撤去に先がけて行う。

(イ)建物内部で撤去作業を行う場合は、外部建具を閉鎖するとともに、ガラスの破

(ウ)アスベスト含有製品の撤去は、可能な限り破損又は破断を伴わない方法で行う

(エ)撤去作業中は、散水その他の方法により、アスベスト含有製品を常に湿潤な状

(オ)撤去作業者には、防じんマスク、防護めがね及び作業衣を着用させる。

(カ)撤去作業後、アスベスト含有製品の破片、破断粉及び作業衣等に付着した粉じ

　②　アスベスト含有製品の集積、運搬等

(ア)撤去したアスベスト含有製品の集積及び積み込みにあたっては、高所より投下

(イ)細かく破砕されたアスベスト含有製品は、湿潤化の上、丈夫なビニル袋に入れ

(ウ)撤去したアスベスト含有製品を運搬するまでの間、現場内に保管する場合は、

(エ)アスベスト含有製品の運搬にあたっては、運搬車両の荷台全体をシート等で覆

(オ)アスベスト含有製品の撤去、集積、積み込み及び保管等の処理が完了した場合

①　アスベスト含有製品使用部位の確認

②　アスベスト含有製品の種類、厚さ等の確認

③　アスベスト含有製品使用数量の確認

④　施工範囲等の確認

アスベスト含有製品処理作業の標準

アスベスト含有製品の撤去にあたり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について

行う。調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。

なお、含有製品の使用部位、種別または使用範囲等に変更が生じた場合は、監督職員

と協議のこと。

「石綿作業主任技能講習修了者」、又は「平成１８年３月以前の特定化学物質等作業

　　受注者は、ＩＳＯ認証取得を活用した監督業務等の取扱いの適用を希望するときは、下記

　　　上記活用工事の取消しの申し出、又は受注者の検査記録の確認及び品質マネジメントシ

　　（１）受注者は、品質マネジメントシステムに基づき作成する品質計画書に記載すべき事

は、速やかに監督職員に報告し、確実に処理されたかの確認を受ける。

主任者」の資格を有する作業管理者を選任し管理させること（作業時、調査時等）。

Ｉ ＳＯ９ ００１ の適用 につい て

　③　アスベスト含有製品の処分等

(ア)本工事で発生するアスベスト含有製品は、下記で示す処分施設で処分する。

職員に提出し、処分が確実に行われたことの確認を受ける。

　　　　　　　　　　　　　　　　　・㈱協和環境ｻｰﾋﾞｽ　（江別市江別太４２０番地）

○飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ　　　搬出先（参考）・山口処理場　（手稲区手稲山口３６４番地）

○非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ　　搬出先（参考）・角山開発㈱　（江別市角山４２５番地）

(イ)撤去されたアスベスト含有製品の処分が完了した場合は、マニフェストを監督

マニフェストには、アスベスト含有製品であることを明示する。

なお、変更が生じた場合は監督職員と協議のこと。（調書を監督職員に提出する）

　○　週休２日工事の実施について

８休以上の達成を前提とした経費の補正を行っている。

以上の現場閉所（現場休息）を行うことをいう。対象期間は、工事着手日（現場に継

続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。

なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事

全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該

当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

含めて１日を通して現場作業が無い状態をいう。

じて、補正分について減額の設計変更を行う。

現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪などによる予定外の現場閉所日につ

いても現場閉所日に含めるものとする。

（以下、「現場閉所（現場休息）率」）が２８.５％（８日/２８日）以上の水準に達

する状態をいう。

のであることから、週休２日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日

の取得に努めるものとする。

付し発注者へ提出する。

する。

２　 受注者は、週休２日による施工を行う。

１　 本工事は、「週休２日工事（営繕工事）」の対象工事であり、当初予定価格は４週

３　 週休２日とは、対象期間において、土日・祝日に関わらず、週休２日（４週８休）

４　 現場閉所とは、巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、

５　 現場休息とは、分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を

６　 週休２日（４週８休）以上とは、対象期間内の現場閉所（現場休息）日数の割合

７　 週休２日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すも

８　 週休２日の実施の確認方法は、次によるものとする。

10　 現場閉所の達成状況を確認した結果、４週８休に満たない場合はその達成状況に応

(１) 受注者は、週休２日の休日取得計画（法定休日・所定休日）を施工計画書に添

(２) 受注者は、実施結果を工事月報、休日取得計画等により定期的に発注者へ報告

９　 週休２日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合

には、受注者は協力するものとする。

（ http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/kantoku/kantoku_kensa.html）

ること。なお、アンケートは工事管理室ホームページに掲載している。

11　「週休２日工事」の検証を行うため、受注者を対象としたアンケート調査に協力す

12　 その他の事項については、週休２日工事要領（営繕工事）によるものとする。

共通費実態調査　

本工事は、受注者による営繕工事の実施状況を費用の面から把握することにより、発注者に

に指定する場合がある。

おける工事費積算のより一層の適正化を図ることを目的とした「共通費実態調査」の対象工事

提出することとし、これらに要する費用は受注者負担とする。

対象工事に指定された場合、監督職員から配布する調査票を工事しゅん功後１か月を目途に

２．アスベスト含有製品の処理等

（１）アスベスト含有製品の仕様

○耐火二層管

○機器類　（機器：　　　　　　　　　台）

○外壁塗装下地調整材

○フランジパッキン（煙道、配管）　　※パッキンはフランジを付けたまま切り離し、

　処理を行う範囲は、図示による。

○内壁塗装下地調整材

１．事前調査等

（１）施工計画書の作成にあたっては、｢アスベスト調査票｣並びに｢当該施設のしゅん功図等｣

　　を貸与するので、図面及び現場の目視調査で施工場所におけるアスベスト及びその他有害

　　物質の有無を確認すること。

（２）アスベスト及びその他有害物質の使用が不明な見え隠れ部分の調査については、保護具

　　を装着して、必要に応じて建材を湿潤に保ちながら手ばらしで行い、新たにアスベスト及

　　びその他有害物質を発見した場合には、速やかに作業を中止し、監督員と施工方法等につ

　　いて協議すること。

　アスベストの処理については、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』等の関係法令と併せ

　○アスベスト含有製品の処理等　

ること。

て『特定粉じん排出等作業における飛散防止対策マニュアル(事業者向け)』(URL:http://www.

city.sapporo.jp/kankyo/taiki_osen/kisei/asbesto/syori.html)に従い、必要な措置を講じ

　①監督職員に事前調査の結果等を書面で交付し、説明すること。

②労働基準監督署及び札幌市（環境局）に事前調査の結果等について報告を行うこと。

③事前調査の結果等については、公衆にみやすいように掲示すること。

とおり各種報告等を行うこと。

（３）事前調査が完了した際は、石綿障害予防規則及び大気汚染防止法に基づき、以下の

○ダクトパッキン　　　　　　　　　　　非飛散性アスベストとして適切に処理すること。

　○その他　

　　　　　　　　　　　○ステンレス製　　　○ヘアーライン仕上げ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○鏡面仕上げ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　○化粧鋼板

１．用　　途　　　　○一般乗用　○人荷共用　○寝台用　○その他（　　　）

３．制御方式　　　　○可変電圧周波数（インバーター）制御　　

　　　　　　　　　　○交流帰還制御

５．運転操作方式　　○単式自動方式　　

　　　　　　　　　　○乗合全自動方式　　　○乗りすて方式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○特定階復帰方式

　　　　　　　　　　○群管理方式

８．積載荷重・定員　　　　　　ｋｇ（　　　　人乗）

９．定格速度　　　　○４５ｍ／ｍｉｎ　○６０ｍ／ｍｉｎ　○９０ｍ／ｍｉｎ

　　　　　　　　　　○その他（　　　　ｍ／ｍｉｎ）

１０．停止階・停止数　　　　階～　　階（　　　停止）

１１．トランクルーム　○あり　○なし

４．駆動方式　　　　○ロープ式　　　○機械室あり　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　○機械室なし　　

１２．戸　型　式　　　○２枚戸片開き　○２枚戸両開き　○その他（　　　）

１４．防　犯　窓　　　○あり（網入りガラス窓）　○なし

６．管制運転等　　　○地震管制運転（○Ｓ波　○Ｐ波）　○火災管制運転

　　　　　　　　　　○自家発管制運転　○停電時自動着床装置　○冠水時管制運転

１３．出　入　口　　　○一方向　○貫通二方向　○直角二方向

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○バイブレーション仕上げ

７．耐震クラス　　　○Ｓ　　○Ａ　１４ １４

１６．かご敷居　　　　○ステンレス製　○硬質アルミ製

１７．乗場敷居　　　　○ステンレス製　○硬質アルミ製

１８．乗　場　戸　　　○鋼板製　　　○塗装仕上げ

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○メーカー標準仕上げ

　　　　　　　　　　　○鋼板製　　　○塗装仕上げ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　○化粧鋼板

２２．昇降路救出口　　○あり　○なし

２１．連絡装置電源　　○自動充電式蓄電池

１９．仕　上　色　　　○製作者標準仕様　○発注者仕様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○鏡面仕上げ（ｴｯﾁﾝｸﾞ○あり　○なし）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○メーカー標準仕上げ

　　　　　　　　　　　○ステンレス製　　　○ヘアーライン仕上げ（ｴｯﾁﾝｸﾞ○あり　○なし）

２０．連絡装置　　　　○同時通話式インターホン

○エレベーター設備　　　　　図内機器表による。

２．付加仕様　　　　○視覚障がい者仕様　○車椅子仕様　○ＢＬ仕様

１５．乗　場　枠　　　○フロントパネル幕板付一体型構造

　　　（三方枠）　　　○小枠　○大枠（幕板○あり　○なし）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　○シート貼り仕上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　○シート貼り仕上

２３．その他　　　　　○その他の仕様の詳細は「公営住宅用エレベーター仕様書」による。

　 ○ 工 事 区 分

エレベーター廻り（押ボタン、インジケータ等）

穴あけ仕上げ（モルタル詰めはエレベーター工事）

乗場廻り（扉、三方枠廻り）仮枠穴あけ及び仕上げ

エレベーター用三方枠、敷居及びフロントパネル設備

機械室床補強及び床コンクリート打設

機械室床仮穴あけ、補強（機器搬入用穴あけ共）及び

モルタル詰め、仕上げ

機械室機器搬入用フック（３ｔ以上）の設置

機械室給排気ファン取付（温度スイッチも含む）

機械室制御盤取付けの下地補強

中間ビームの取付け、

レール取付け用ブラケットプレート共

敷居持出しコンクリート工事

手元開閉器、制御盤及び二次側配管配線と接続

機械室内の照明装置

機械室及びピット内点検用コンセント取付け

かご内非常照明及びスピーカー取付け

機械室内非常用電源と商用電源の切替開閉器装置

電源（動力、照明、弱電）の機械室までの配管配線

及び一次端子との接続

スリーブ及び箱入

同上穴埋め補修

壁、天井、床等のパイプ貫通並びにボックス等の取付

けのための穴あけ切込み及び穴埋め補修

各種機器の防振措置

機械室扉、採光窓、ガラリの設置

ピット内の防水工事（排水設備が必要な時は機械工事）

昇降路外の警報及び連絡装置用その他の配管配線

仕上げは建築

フードは建築

昇

降

機

建

築

機

械

電

気
項　　　目 備　考

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

Ａ
１ ,７６０

８
５

０

工
事
標
識

工 事 名

工事

工事期間　　　　年　　月　　日　～　　年　　月　　日

施工者

ＴＥＬ

会社

担当

ＴＥＬ　２１１－２８２８

札幌市都市局

建築部機械設備課

Ｂ

８
５

０

８００

工
事
標
識

担当

ＴＥＬ　２１１－２８２８

札幌市都市局

建築部機械設備課

工 事 名

　　　　　　　　　　　工事

工事期間

　年　月　日～　年　月　日

施工者

　　　　　　　　　　　会社

ＴＥＬ

表面材

着色カラー鉄板白色　０ .３５ｍｍ厚さ

　○小荷物専用昇降機設備 図内機器表による。

　○工場検査立会い　　　　　〇あり　　〇なし

　○無償保守期間　　　　　　〇メーカー標準　　〇その他（　　　　　　）

　 工 事 標 識

遮炎性能と遮煙性能を有する防火戸又はスクリーン

　　印刷等の出力については、①プリンターは　フルカラーで３００　ｄｐｉ以上、②用紙

　・インク等は、通常の使用条件のもとで３年間程度顕著な劣化が生じないものを使用する。

　新版を適用）による。

　　工事記録写真については、機械設備工事記録写真撮影要領（機械設備工事提出書類、様

２．工事記録写真

　　第１種、第２種酸欠場所においては、法律等関係法令を遵守し安全に努めること。

１．酸欠等作業場所

また、デジタルカメラ使用の場合は記録画素数を1280×960 以上とする。

　　　

　　　３．電気契約の変更について

　　改修工事において、機器の更新により電気契約の容量が変更となる場合は、電気契約の

　変更手続きに対応すること。

４．複数の現場において工事を行う場合は、工事標識に工事名に加え施設名も記載する。

　式集及び施工要領集）（平成２５年度版）、営繕工事写真撮影要領（工事契約日時点の最

機械　ＥＶ用　特記２　２０２４．０４.１０

札 幌 市 都 市 局 建 築 部 機械設備課

課 名 課 長 係 長 製 図 設計主任

　　　．　　．　　．

　　　．　　．　　．

図 番

図 面 名

工 事 名

ＳＣＡＬＥ

特記仕様書　２

　　　年　　月　　日
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栄町小学校バリアフリー改修エレベーター設置工事
Ｍ

０２

900 13

41 4

誤

http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/kantoku/kantoku_kensa.html
http://www.


　①から④までの書類の写しを提出し、監督職員と協議のうえ活用工事とすることができる。

　ただし、低入札価格調査等の対象となった場合を除く。

　　　①ＩＳＯ９００１認証の取得に係る登録証の写し

　　　②ＩＳＯ９００１の審査に係る書類（合否判定結果及び審査報告書）

　　　③工事を担当する内部組織が、ＩＳＯ９００１認証を取得していることを示す書類

　　　④ＩＳＯ９００１認証の範囲が工事の内容に一致していることを示す書類

　　　ただし、①で内容が確認できる場合は③、④は不要

　１．活用工事の取消しの申出

　　　ＩＳＯ９００１認証が取り消され、又はその維持が困難と見込まれるときは、速やかに

　　監督職員に申し出なければならない。

　２．活用工事の取扱いの中止

　　ステムの運用状況の把握を行った結果、不適合が多いと認められたときは、この取扱いを

　　中止し、通常の監督業務を実施するものとする。

　３．品質マネジメントシステムの取扱い

　　　　項は、品質方針及び品質目標の他に下記に示す項目を施工計画書に記載し、工事着手

　　　　前までに工事監督員に提出し、承諾を得なければならない。

　　　　　１）検査計画及び確認・立会計画

　　　　　２）各監視・測定（検定）の担当者及び承認者、資格

　　　　　３）当該工事現場に対する内部監査計画

　　　　　４）監視機器及び測定機器管理計画

　　　　　５）トレーサビリティ管理計画

　　　　　６）不適合管理計画

　　（２）特定共同企業体の場合は、その代表者の品質マネジメントシステムを共同企業体の

　　　　品質マネジメントシステムとして適用するものとする。

　４．工事管理

　　　工事管理にあたっては「公共建築におけるＩＳＯ９００１：２０００適用　機械設備工

　　事施工管理要領（公共建築協会）」を参考とする。

しないことの他、粉じんの飛散防止に努める。

る等の、飛散防止の措置を講じる。

い、飛散防止に努める。

一定の保管場所を定め、一般の内装材と分別して保管するものとし、シートで覆

う等、飛散防止の措置を講じる。また、保管場所には、アスベスト含有製品の保

管場所であることの表示を行う。

シート等で塞ぐものとする。

　損個所又は換気扇枠等で粉じんが外部に飛散するおそれがある箇所を、ビニール

ものとし、原則として「手ばらし」とする。なお、建物外部のアスベスト含有製

品を撤去する場合は、出来る限り原形のまま撤去する。

態として作業を行う。

んが残存しないよう、真空掃除機等により、清掃及び後片付けを十分に行う。

（２）施工調査

（３）作業管理者

（４）作業標準

　①　アスベスト含有製品の撤去

(ア)アスベスト含有製品の撤去は、内装材及び外部建具等の撤去に先がけて行う。

(イ)建物内部で撤去作業を行う場合は、外部建具を閉鎖するとともに、ガラスの破

(ウ)アスベスト含有製品の撤去は、可能な限り破損又は破断を伴わない方法で行う

(エ)撤去作業中は、散水その他の方法により、アスベスト含有製品を常に湿潤な状

(オ)撤去作業者には、防じんマスク、防護めがね及び作業衣を着用させる。

(カ)撤去作業後、アスベスト含有製品の破片、破断粉及び作業衣等に付着した粉じ

　②　アスベスト含有製品の集積、運搬等

(ア)撤去したアスベスト含有製品の集積及び積み込みにあたっては、高所より投下

(イ)細かく破砕されたアスベスト含有製品は、湿潤化の上、丈夫なビニル袋に入れ

(ウ)撤去したアスベスト含有製品を運搬するまでの間、現場内に保管する場合は、

(エ)アスベスト含有製品の運搬にあたっては、運搬車両の荷台全体をシート等で覆

(オ)アスベスト含有製品の撤去、集積、積み込み及び保管等の処理が完了した場合

①　アスベスト含有製品使用部位の確認

②　アスベスト含有製品の種類、厚さ等の確認

③　アスベスト含有製品使用数量の確認

④　施工範囲等の確認

アスベスト含有製品処理作業の標準

アスベスト含有製品の撤去にあたり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について

行う。調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。

なお、含有製品の使用部位、種別または使用範囲等に変更が生じた場合は、監督職員

と協議のこと。

「石綿作業主任技能講習修了者」、又は「平成１８年３月以前の特定化学物質等作業

　　受注者は、ＩＳＯ認証取得を活用した監督業務等の取扱いの適用を希望するときは、下記

　　　上記活用工事の取消しの申し出、又は受注者の検査記録の確認及び品質マネジメントシ

　　（１）受注者は、品質マネジメントシステムに基づき作成する品質計画書に記載すべき事

は、速やかに監督職員に報告し、確実に処理されたかの確認を受ける。

主任者」の資格を有する作業管理者を選任し管理させること（作業時、調査時等）。

Ｉ ＳＯ９ ００１ の適用 につい て

　③　アスベスト含有製品の処分等

(ア)本工事で発生するアスベスト含有製品は、下記で示す処分施設で処分する。

職員に提出し、処分が確実に行われたことの確認を受ける。

　　　　　　　　　　　　　　　　　・㈱協和環境ｻｰﾋﾞｽ　（江別市江別太４２０番地）

○飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ　　　搬出先（参考）・山口処理場　（手稲区手稲山口３６４番地）

○非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ　　搬出先（参考）・角山開発㈱　（江別市角山４２５番地）

(イ)撤去されたアスベスト含有製品の処分が完了した場合は、マニフェストを監督

マニフェストには、アスベスト含有製品であることを明示する。

なお、変更が生じた場合は監督職員と協議のこと。（調書を監督職員に提出する）

　○　週休２日工事の実施について

８休以上の達成を前提とした経費の補正を行っている。

以上の現場閉所（現場休息）を行うことをいう。対象期間は、工事着手日（現場に継

続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。

なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事

全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該

当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

含めて１日を通して現場作業が無い状態をいう。

じて、補正分について減額の設計変更を行う。

現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪などによる予定外の現場閉所日につ

いても現場閉所日に含めるものとする。

（以下、「現場閉所（現場休息）率」）が２８.５％（８日/２８日）以上の水準に達

する状態をいう。

のであることから、週休２日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日

の取得に努めるものとする。

付し発注者へ提出する。

する。

２　 受注者は、週休２日による施工を行う。

１　 本工事は、「週休２日工事（営繕工事）」の対象工事であり、当初予定価格は４週

３　 週休２日とは、対象期間において、土日・祝日に関わらず、週休２日（４週８休）

４　 現場閉所とは、巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、

５　 現場休息とは、分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を

６　 週休２日（４週８休）以上とは、対象期間内の現場閉所（現場休息）日数の割合

７　 週休２日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すも

８　 週休２日の実施の確認方法は、次によるものとする。

10　 現場閉所の達成状況を確認した結果、４週８休に満たない場合はその達成状況に応

(１) 受注者は、週休２日の休日取得計画（法定休日・所定休日）を施工計画書に添

(２) 受注者は、実施結果を工事月報、休日取得計画等により定期的に発注者へ報告

９　 週休２日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合

には、受注者は協力するものとする。

（ http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/kantoku/kantoku_kensa.html）

ること。なお、アンケートは工事管理室ホームページに掲載している。

11　「週休２日工事」の検証を行うため、受注者を対象としたアンケート調査に協力す

12　 その他の事項については、週休２日工事要領（営繕工事）によるものとする。

共通費実態調査　

本工事は、受注者による営繕工事の実施状況を費用の面から把握することにより、発注者に

に指定する場合がある。

おける工事費積算のより一層の適正化を図ることを目的とした「共通費実態調査」の対象工事

提出することとし、これらに要する費用は受注者負担とする。

対象工事に指定された場合、監督職員から配布する調査票を工事しゅん功後１か月を目途に

２．アスベスト含有製品の処理等

（１）アスベスト含有製品の仕様

○耐火二層管

○機器類　（機器：　　　　　　　　　台）

○外壁塗装下地調整材

○フランジパッキン（煙道、配管）　　※パッキンはフランジを付けたまま切り離し、

　処理を行う範囲は、図示による。

○内壁塗装下地調整材

１．事前調査等

（１）施工計画書の作成にあたっては、｢アスベスト調査票｣並びに｢当該施設のしゅん功図等｣

　　を貸与するので、図面及び現場の目視調査で施工場所におけるアスベスト及びその他有害

　　物質の有無を確認すること。

（２）アスベスト及びその他有害物質の使用が不明な見え隠れ部分の調査については、保護具

　　を装着して、必要に応じて建材を湿潤に保ちながら手ばらしで行い、新たにアスベスト及

　　びその他有害物質を発見した場合には、速やかに作業を中止し、監督員と施工方法等につ

　　いて協議すること。

　アスベストの処理については、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』等の関係法令と併せ

　○アスベスト含有製品の処理等　

ること。

て『特定粉じん排出等作業における飛散防止対策マニュアル(事業者向け)』(URL:http://www.

city.sapporo.jp/kankyo/taiki_osen/kisei/asbesto/syori.html)に従い、必要な措置を講じ

　①監督職員に事前調査の結果等を書面で交付し、説明すること。

②労働基準監督署及び札幌市（環境局）に事前調査の結果等について報告を行うこと。

③事前調査の結果等については、公衆にみやすいように掲示すること。

とおり各種報告等を行うこと。

（３）事前調査が完了した際は、石綿障害予防規則及び大気汚染防止法に基づき、以下の

○ダクトパッキン　　　　　　　　　　　非飛散性アスベストとして適切に処理すること。

　○その他　

　　　　　　　　　　　○ステンレス製　　　○ヘアーライン仕上げ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○鏡面仕上げ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　○化粧鋼板

１．用　　途　　　　○一般乗用　○人荷共用　○寝台用　○その他（　　　）

３．制御方式　　　　○可変電圧周波数（インバーター）制御　　

　　　　　　　　　　○交流帰還制御

５．運転操作方式　　○単式自動方式　　

　　　　　　　　　　○乗合全自動方式　　　○乗りすて方式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○特定階復帰方式

　　　　　　　　　　○群管理方式

８．積載荷重・定員　　　　　　ｋｇ（　　　　人乗）

９．定格速度　　　　○４５ｍ／ｍｉｎ　○６０ｍ／ｍｉｎ　○９０ｍ／ｍｉｎ

　　　　　　　　　　○その他（　　　　ｍ／ｍｉｎ）

１０．停止階・停止数　　　　階～　　階（　　　停止）

１１．トランクルーム　○あり　○なし

４．駆動方式　　　　○ロープ式　　　○機械室あり　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　○機械室なし　　

１２．戸　型　式　　　○２枚戸片開き　○２枚戸両開き　○その他（　　　）

１４．防　犯　窓　　　○あり（網入りガラス窓）　○なし

６．管制運転等　　　○地震管制運転（○Ｓ波　○Ｐ波）　○火災管制運転

　　　　　　　　　　○自家発管制運転　○停電時自動着床装置　○冠水時管制運転

１３．出　入　口　　　○一方向　○貫通二方向　○直角二方向

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○バイブレーション仕上げ

７．耐震クラス　　　○Ｓ　　○Ａ　１４ １４

１６．かご敷居　　　　○ステンレス製　○硬質アルミ製

１７．乗場敷居　　　　○ステンレス製　○硬質アルミ製

１８．乗　場　戸　　　○鋼板製　　　○塗装仕上げ

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○メーカー標準仕上げ

　　　　　　　　　　　○鋼板製　　　○塗装仕上げ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　○化粧鋼板

２２．昇降路救出口　　○あり　○なし

２１．連絡装置電源　　○自動充電式蓄電池

１９．仕　上　色　　　○製作者標準仕様　○発注者仕様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○鏡面仕上げ（ｴｯﾁﾝｸﾞ○あり　○なし）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○メーカー標準仕上げ

　　　　　　　　　　　○ステンレス製　　　○ヘアーライン仕上げ（ｴｯﾁﾝｸﾞ○あり　○なし）

２０．連絡装置　　　　○同時通話式インターホン

○エレベーター設備　　　　　図内機器表による。

２．付加仕様　　　　○視覚障がい者仕様　○車椅子仕様　○ＢＬ仕様

１５．乗　場　枠　　　○フロントパネル幕板付一体型構造

　　　（三方枠）　　　○小枠　○大枠（幕板○あり　○なし）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　○シート貼り仕上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　○シート貼り仕上

２３．その他　　　　　○その他の仕様の詳細は「公営住宅用エレベーター仕様書」による。

　 ○ 工 事 区 分

エレベーター廻り（押ボタン、インジケータ等）

穴あけ仕上げ（モルタル詰めはエレベーター工事）

乗場廻り（扉、三方枠廻り）仮枠穴あけ及び仕上げ

エレベーター用三方枠、敷居及びフロントパネル設備

機械室床補強及び床コンクリート打設

機械室床仮穴あけ、補強（機器搬入用穴あけ共）及び

モルタル詰め、仕上げ

機械室機器搬入用フック（３ｔ以上）の設置

機械室給排気ファン取付（温度スイッチも含む）

機械室制御盤取付けの下地補強

中間ビームの取付け、

レール取付け用ブラケットプレート共

敷居持出しコンクリート工事

手元開閉器、制御盤及び二次側配管配線と接続

機械室内の照明装置

機械室及びピット内点検用コンセント取付け

かご内非常照明及びスピーカー取付け

機械室内非常用電源と商用電源の切替開閉器装置

電源（動力、照明、弱電）の機械室までの配管配線

及び一次端子との接続

スリーブ及び箱入

同上穴埋め補修

壁、天井、床等のパイプ貫通並びにボックス等の取付

けのための穴あけ切込み及び穴埋め補修

各種機器の防振措置

機械室扉、採光窓、ガラリの設置

ピット内の防水工事（排水設備が必要な時は機械工事）

昇降路外の警報及び連絡装置用その他の配管配線

仕上げは建築

フードは建築

昇

降

機

建

築

機

械

電

気
項　　　目 備　考

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
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○ ○ ○ ○
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工 事 名

工事

工事期間　　　　年　　月　　日　～　　年　　月　　日

施工者

ＴＥＬ

会社

担当

ＴＥＬ　２１１－２８２８

札幌市都市局

建築部機械設備課

Ｂ

８
５

０

８００

工
事
標
識

担当

ＴＥＬ　２１１－２８２８

札幌市都市局

建築部機械設備課

工 事 名

　　　　　　　　　　　工事

工事期間

　年　月　日～　年　月　日

施工者

　　　　　　　　　　　会社

ＴＥＬ

表面材

着色カラー鉄板白色　０ .３５ｍｍ厚さ

　○小荷物専用昇降機設備 図内機器表による。

　○工場検査立会い　　　　　〇あり　　〇なし

　○無償保守期間　　　　　　〇メーカー標準　　〇その他（　　　　　　）

　 工 事 標 識

遮炎性能と遮煙性能を有する防火戸又はスクリーン

　　印刷等の出力については、①プリンターは　フルカラーで３００　ｄｐｉ以上、②用紙

　・インク等は、通常の使用条件のもとで３年間程度顕著な劣化が生じないものを使用する。

　新版を適用）による。

　　工事記録写真については、機械設備工事記録写真撮影要領（機械設備工事提出書類、様

２．工事記録写真

　　第１種、第２種酸欠場所においては、法律等関係法令を遵守し安全に努めること。

１．酸欠等作業場所

また、デジタルカメラ使用の場合は記録画素数を1280×960 以上とする。

　　　

　　　３．電気契約の変更について

　　改修工事において、機器の更新により電気契約の容量が変更となる場合は、電気契約の

　変更手続きに対応すること。

４．複数の現場において工事を行う場合は、工事標識に工事名に加え施設名も記載する。

　式集及び施工要領集）（平成２５年度版）、営繕工事写真撮影要領（工事契約日時点の最

機械　ＥＶ用　特記２　２０２４．０４.１０

札 幌 市 都 市 局 建 築 部 機械設備課

課 名 課 長 係 長 製 図 設計主任

　　　．　　．　　．

　　　．　　．　　．

図 番

図 面 名

工 事 名

ＳＣＡＬＥ

特記仕様書　２

　　　年　　月　　日
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栄町小学校バリアフリー改修エレベーター設置工事
Ｍ
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正

http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/kantoku/kantoku_kensa.html
http://www.
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